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公     告 

 

 下記の業務委託について、制限付き一般競争入札を行うので、焼津市契約規則（昭和53年

焼津市規則第15号）第６条の規定に基づき公告する。 

 

 令和６年１月22日 

焼津市長 中野 弘道    

 

記 

 

１ 入札に付する事項等 

 (1) 入札番号  役務124号 

 (2) 業務名   令和６年度 焼津市自主運行バス運行業務委託 

 (3) 運行区域  焼津市内 

 (4) 業務概要  次の２路線で運行する焼津市自主運行バスの運行業務全般 

        ①焼津循環線   JR焼津駅を中心とした市内８の字循環での運行 

        ②大井川焼津線  焼津市役所大井川庁舎から焼津市立総合病院を経由し、

JR焼津駅までを運行 

上記詳細については、別紙仕様書に定める。 

 (5) 契約期間  契約の日から令和７年３月31日まで 

         契約期間の内訳は次のとおりとする。 

        ①準備期間   契約締結日から令和６年３月31日まで 

        ②業務履行期間 令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に掲げる条件をすべて満たしていることについて確認を受けた者であること。 

 (1) 焼津市競争契約入札心得（役務）に定める入札に参加する資格のない者に該当してい

ないこと。 

 (2) 道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という。）第４条第１項の規定に基づ

き、一般乗合旅客自動車運送事業の路線定期運行許可を受けている者であること。 

 (3) 法第40条の規定に基づく事業停止の期間中の者でないこと。 

 (4) 現行路線と同規模の路線定期運行（１路線につき平日１日当たり20便以上かつ年間利

用者数10万人以上）の履行実績がある者であること。 

 (5) 静岡県内に主たる営業所（本店）を有する者であること。 

 

３ 仕様書・申請書等の入手方法 

 (1) 掲載期間  令和６年１月22日（月）～令和６年２月５日（月） 

 (2) 入手方法  次の焼津市ホームページからダウンロードにより入手すること。 
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  https://www.city.yaizu.lg.jp/g07-002/koukyou_koutuu/bus/zisyu_unkou.htm 

 

４ 入札参加資格確認申請 

  本件入札に参加を希望する者は、次に掲げるところにより申請を行い、入札参加資格の

確認を受けなければならない。 

 (1) 申請期間   令和６年１月23日（火）～令和６年２月５日（月） 

（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

午前８時30分～午後５時15分 

 (2) 申請方法   (4)及び(5)に規定する書類を各１部持参により提出すること。郵送及

びファクシミリによるものは受け付けない。 

 (3) 提出場所   焼津市本町二丁目16番32号（焼津市役所本庁舎５階） 

          焼津市建設部道路課交通対策担当 

          電話:054-626-2166 

 (4) 提出書類その１ 

  ① 入札参加資格確認申請書（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務）第２号様

式） 

  ② 同種業務の履行実績表（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務）第３号様式） 

    ２(4)に規定する委託業務実績の証明となる書類（業務名、業務場所、業務内容、委

託期間及び委託者・受託者の押印が確認できる書類等）の写しを添付すること。 

③ 法第４条第１項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の路線定期運行許可の写し 

なお、①及び②の様式については、焼津市ホームページに掲載する。 

 (5) 提出書類その２ 

  次の書類を各１部提出すること。ただし、本件の入札参加資格確認申請を行う時点で焼

津市競争入札参加者の資格に関する要綱（平成23年焼津市告示第310号）に規定する有資格

者名簿へ登録済みの者は、提出を要しない。 

  ① 商業・法人登記の現在事項証明書又は履歴事項全部事項証明（発行日より３か月以

内のもの。写し可） 

  ② 終了した直近の事業年度分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書（写

し可） 

  ③ 納税証明書（発行日より３か月以内のもの。写し可） 

ア 国税（法人税、消費税及び地方消費税）について、未納の税額がないことを証明

するもの（税務署様式その３又はその３の３。写し可） 

イ 焼津市が課するすべての税について滞納繰越分も含め未納がないことを証明する

納税証明書（写し可） 

 ・納税対象がない場合は提出を要しない。 

 ・証明書入手にあたっては、次の要領を参照のうえ請求を行うこと。 

  焼津市競争入札参加資格審査 新規登録申請要領（役務） ７(2)提出書類 

  ④ 誓約書（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務）第５号様式） 

https://www.city.yaizu.lg.jp/g07-002/koukyou_koutuu/bus/zisyu_unkou.htm
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  ⑤ 代表者印の印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの。写し可） 

  ⑥ 使用印鑑届兼委任状（焼津市競争入札参加資格審査 新規登録申請要領（役務）様式

３号） 

  ⑦ 会社要覧（任意提出） 

   ・事業内容を要約したもので様式を問わない。 

    なお、③イの参照文書及び④の様式については焼津市ホームページに掲載する。 

 (6) 提出書類の扱い 

  ① 作成費用は、申請者の負担とする。 

  ② 申請者に無断で他の用途に使用しない。 

  ③ 返却しない。 

  ④ 公表しない。 

  ⑤ 提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

 

５ 入札参加資格の確認結果 

 (1) 入札参加資格の確認の結果は、令和６年２月６日（火）までに入札参加資格確認通知

書（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務）第６号様式）によりファクシミリに

て通知する。 

 (2) 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、次に掲げるところにより、その理由につ

いて、書面（様式自由）により説明を求めることができる。 

  ① 受付期限  令和６年２月７日（水） 

午前８時30分～午後５時15分 

  ② 受付場所  焼津市本町二丁目16番32号 

焼津市建設部道路課交通対策担当 

  ファクシミリ:054-626-9416 

  ③ 回  答  令和６年２月８日（木）までにファクシミリにて行う。 

 

６ 仕様書等に関する質問等 

 (1) 受付期間  令和６年１月23日（火）～令和６年２月５日（月） 

         （土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

午前８時30分～午後５時15分 

 (2) 受付方法  ファクシミリにて受け付ける（様式自由）。 

 (3) 送信先   焼津市建設部道路課交通対策担当 

         ファクシミリ:054-626-9416 

 (4) 回答方法  受付した質問に対する回答は、令和６年２月６日（火）までに次の焼津

市ホームページに掲載する。 

  https://www.city.yaizu.lg.jp/g07-002/koukyou_koutuu/bus/zisyu_unkou.htm 

 

 

https://www.city.yaizu.lg.jp/g07-002/koukyou_koutuu/bus/zisyu_unkou.htm
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７ 入札手続等 

 (1) 入札方法    紙入札により行う。なお、入札執行回数は、２回を限度とする。 

           ただし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急措置が実施され

た場合は、協議の上、郵送による入札とする場合がある。 

 (2) 入札日時    令和６年２月13日（火）午後２時 

 (3) 入札場所    焼津市本町二丁目16番32号 

           焼津市役所 本庁舎７階 会議室７Ｂ 

 (4) 持参書類    入札書、入札参加資格確認通知書、委任状（代理人が入札する場合） 

 (5) 入札保証金   免除 

 (6) 契約保証金   免除 

 (7) 前払金     なし 

 (8) 部分払     あり（８ 委託料の支払い条件のとおり） 

 (9) 入札書の金額記載  契約期間の委託料の総額を税抜きで記載すること。 

 (10)入札の無効 

  無効となる入札は、焼津市競争契約入札心得（役務）に定めるところによる。なお、入

札参加資格があることを確認された者であっても、その後に焼津市競争入札参加資格停止

措置要綱（平成24年焼津市告示第30号）に基づく入札参加資格停止措置を受けた者など入

札参加資格のない者が行った入札は無効とする。 

 (11)不落随意契約について 

  限度とする回数の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令（昭和22年

政令第16号）第167条の２第１項第８号の規定に基づく随意契約に移行し、最低価格をもっ

て入札した者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内であった場合に契約者として決

定する。ただし、最低価格をもって入札した者が随意契約を希望しない場合は、この限り

ではない。 

  見積書を徴する回数は２回を限度とし、２回目においても決定しない場合は、次に安価

な価格で入札した者から同様の手続きで見積書を徴するものとする。以後、契約の相手方

が決定するまで、同様の手続きを行う。 

  最高の価格で入札した者から見積書を徴しても、なお契約の相手方が決定できなかった

場合は、当該不落随意契約の手続きは終了する。 

 (12)入札執行担当  焼津市建設部道路課 

           電話:054-626-2166 

           ファクシミリ:054-626-9416 

 

８ 委託料の支払い条件 

 (1) 令和６年９月及び令和７年３月の業務履行確認後に、委託料総額の２分の１ずつを、

請求を受けた日から30日以内に受託者の指定口座へ振り込むこととする。 

 (2) 委託料は、業務履行期間に発生するものとし、業務履行期間前の準備期間中に発生し

た費用については、受託者の自己責任において負担するものとする。 
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９ その他 

 (1) 入札に参加しようとする者は、次のものを当市ホームページに掲載するので、精読し

たうえで参加すること。 

  ① 焼津市制限付き一般競争入札実施要綱（平成11年焼津市告示第40号） 

  ② 焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務） 

  ③ 焼津市競争契約入札心得（役務） 

  ④ 焼津市競争入札参加資格停止措置要綱 

  ⑤ 焼津市競争入札参加者の資格に関する要綱 

 (2) 照会窓口は次のとおりとする。 

焼津市建設部道路課交通対策担当 

焼津市本町二丁目16番32号 焼津市役所本庁舎５階 

電話番号:054-626-2166 

ファクシミリ:054-626-9416 

E mail:douro@city.yaizu.lg.jp 


